
「
ち
ょ
っ
と
待

っ
て
よ
」

関
東
地
方
の
飲
食
店
で
働
く

ア
ル
バ
イ
ト
の
男
性
は
、
５
月

半
ば
、
４
月
分
の
給
与
明
細
を

見
て
あ
ぜ
ん
と
し
た
。

店
は
、
緊
急
事
態
宣
言
が
出

た
４
月
上
旬
か
ら
休
業
。
パ
ー

ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
は

一
時
帰
休

を
求
め
ら
れ
た
。
会
社
か
ら

は
、

「給
与
の
６
割
の
休
業
手

当
を
支
給
す
る
」
と
説
明
を
受

け
て
い
た
。

だ
が
、
給
与
明
細
に
書
か
れ

た
休
業
手
当
の
額
は
、
毎
月
の

賃
金
の
４
割
弱
に
あ
た
る
１２
万

円
強
。
そ
こ
か
ら
社
会
保
険
料

が
引
か
れ
て
お
り
、
手
取
り
は

７
万
円
程
度
だ

っ
た
。

「ど
こ

が
給
与
の
６
割
な
ん
だ
」
。
会

社
に
問
い
合
わ
せ
る
と
、

「国

が
決
め
て
い
る
計
算
式
で
、
合

法
だ
」
。

「
こ
ん
な
少

な
く

て
、
ど
う
や

っ
て
家
族
を
養
う

の
か
」
と
途
方
に
暮
れ
た
。

労
働
基
準
法
で
は
、
会
社
の

都
合
で
働
き
手
を
休
ま
せ
る
場

合
、

「直
近
３
カ
月
の
平
均
賃

金
の
６
割
以
上
」
を
休
業
手
当

と
し
て
払
う
こ
と
を
企
業
に
義

務
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
、
ル

ー
ル
通
り
の
計
算
式
で
払
わ
れ

て
も

、
ィ
メ
ー
ジ
し

て
い
た

「
６
割
」
か
ら
は
程
遠
い
金
額

し
か
も
ら
え
な
い
こ
と
が
起
き

て
い
る
。
な
ぜ
な
の
か
。

ふ
だ
ん
の
月
給
が
２５
万
円

（土
日
休
み
）
で
、
今
年
４
月

は
丸
ご
と
休
業
―
―
。
そ
ん
な

架
空
の

「
Ａ
さ
ん
」
を
モ
デ
ル

に
、
神
奈
川
県
社
会
保
険
労
務

士
会
に
、
法
定
の
最
低
ラ
イ
ン

で
あ
る

「６
割
」
の
場
合
の
休

業
手
当
の
額
を
試
算
し
て
も
ら

っ
た
。

ま
ず

「直
近
３
カ
月
の
平
均

賃
金
」
は
、
文
字
ど
お
り
、
直

近
３
カ
月
の
合
計
賃
金
を
、
そ

の
期
間
の
総
日
数
で
割

っ
た
日

割
り
賃
金
に
な
る
。
Ａ
さ
ん
の

場
合
な
ら
、
月
給
２５
万
円
の
３

カ
月
分
に
あ
た
る

「
７５
万
円
」

を
、
１
～
３
月
の
総
日
数

「
９．

日
」
で
割
る
の
で
、
日
割
り
の

平
均
賃
金
は
８
２
４
１
円
７５

銭
。
休
業
手
当
は
、
そ
の
６
割

な
ら
日
額
４
９
４
５
円
だ
。

た
だ
し
、
休
業
手
当
は
、
働

く
予
定
だ

っ
た
日
数
分
が
支
払

わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
土
日
が

休
み
の
Ａ
さ
ん
が
、
４
月
分
の

休
業
手
当
と
し
て
受
け
取
れ
る

金
額
は
、
日
額
４
９
４
５
円
に

４
月
の
月
～
金
曜
の
日
数

「２２

日
」
を
か
け
た
１０
万
８
７
９
０

円
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
と

も
と
の
月
給
２５
万
円
と
比
べ
る

と
、
約
４４
％
に
し
か
な
ら
な

い
。
ア号
」
か
ら
社
会
保
険
料
が

引
か
れ
る
た
め
、
手
取
り
は
さ

ら
に
少
な
い
。

Ａ
さ
ん
は
月
給
制
と
仮
定
し

た
が
、
時
給
制
の
パ
ー
ト
の
人

な
ど
の
場
合
、
日
割
り
平
均
賃

金

の
計
算
式
は
も
う

一
つ
あ

り
、
高
い
方
を
使
う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
時
給
９
０
０
円
で

１
日
６
時
間

・
週
３
日

（木
～

土
）
働
く
Ｂ
さ
ん
の
場
合
、
１

～
３
月
の
合
計
賃
金
は
２．
万
６

０
０
円
だ

っ
た
。
日
割
り
平
均

賃
金
は
、
Ａ
さ
ん
と
同
じ
計
算

式
な
ら
２
３
１
４
円
２８
銭
だ

が
、
も
う

一
つ
の
計
算
式
で
は

３
２
４
０
円
な
の
で
、
後
者
を

採
用
。
そ
の

「６
割
」
の
休
業

手
当
は
日
額
１
９
４
４
円
に
な

る
た
め
、

１３
日
働
く
予
定
だ

っ

た
４
月
分
の
休
業
手
当
は
２
万

５
２
７
２
円
と
、
１
～
３
月
の

月
額
の
約
３
分
の
１
だ
。

新
入
社
員
や
育
児
休
業
あ
け

の
社
員
な
ど
、
直
近
３
カ
月
に

賃
金
が
支
払
わ
れ
て
い
な
い
人

に
は
、
ま
た
別
の
計
算
方
法
が

定
め
ら
れ
て
い
る
。

試
算
を
担
当
し
た
社
労
士
で

同
会
広
報
渉
外
部
長
の
越
石
能

章
さ
ん
は
、

「
労
基
法
上
の

『
６
割
』
で
は
、
生
活
で
き
な

い
と
い
う
人
が
ほ
と
ん
ど
だ
と

思
う
」
。
そ
の
た
め
、
実
務
上
は

「企
業
の
体
力
次
第
だ
が
、
実

際
は
中
小
企
業
で
も
当
面
は
７

～
１０
割
の
水
準
で
休
業
手
当
を

払

っ
た
り
、
１
カ
月
ま
る
ご
と

で
は
な
く
１
人
あ
た
り
数
日
の

休
業
に
お
さ
め
た
り
す
る
ケ
ー

ス
も
多
い
」
と
い
う
。
休
業
後
に

気
持
ち
よ
く
働
い
て
も
ら
う
た

め
に
も
、
安
易
に
法
定
の
最
低

限
度
に
と
ど
め
ず
、
納
得
い
く

水
準
に
な
る
よ
う
に
労
使
で
話

し
合
う
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
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休業手当「賃金の6書J以上」では?
新型コロナウイルス対策で、しばらく休むように求められる働き手が続出しています。会社の都合で働き手を

休ませた場合、「平均賃金の 6割以上」の休業手当を払うことが法律で義務づけられています。ところが、手当

の金額をみたら「 4割しかなかった」という人も。どういう計算になつており、何が課題なのでしょうか。

休業手当"早
猶誓軌 6割以上

11

働
く
予
定
だ
っ
た
日
数
分
を
支
給
「実
質
４
割
し
か
」

ぽ  腎昭措覇  坊
)

ぽ
母丹

の
心事愁25を円吐日働 八
4月すべて休業した場合

平均賃金          日額
75万円 ■ 91日間 三 .8241円 75銭

(]～3月)   (銭未満切り捨て)

休業手当 (6割の場含)    日額

8241円75銭 × 0日 6=  4945円1      (円
未満|よ 四捨五入)

4月の体業手当
(1カ月分)は・…"

494明
為群繰男が10万 8790円

多 くの人 生活できぬ水準

賃金の合計

(縛轟鰐記談)+3カ
月の総日数


